
◇ 特集 ・茅 ケ崎の新 しい市民社会像をあ ぐって

「地球市民」の提唱

一21世 紀 の人 類益 とは何 か一

国際学部 戸 田 三三冬

「市民」「国民」 とは何かを歴史的に考察 しなが ら、21世 紀 の人類社会 はど うあ る

べ きかを、次のような諸点に依 りなが ら、ご一緒 に考えたいと思 います。

(1>ヨ ーロッパ における 「国民国家」の形成 と 「市民社会」の意味。

(2)明 治維新 による国民国家の形成にあたって、 ヨー ロッ/¥°か らどんな政治思想 が

積極的 に輸入 され、どんな政治思想 が輸入禁止 されたか。

(3)ヨ ーロッパ型 「市民」 の可能性 とその限界。

(4)ヒ ューマニズムにおける人間中心主義。仏教思想における 「衆生」 と 「平等」。

(5)「 地球市民」 とはなにか。それは21世 紀の人類益を担え るか?

*

今回 は、「茅 ケ崎の新 しい市民社会像」を皆 さん とご一緒に考え るための素材 にっ

いてお話 し、「地球市民」 とは何か にっ いて考えてみたいと思 います。

「市民社会(civilsociety)」 は、わが国に もともとあった もので はな く、欧米か

らの輸入 です。で は日本近代国家 としての明治国家が作 られたとき、 日本 に 「市民」

がいたで しょうか?日 本では社会ではな く 「世間」 と言 って いました。「世間 さまに

顔 向けができない」 というあの世間です。明治憲法で作 られたの は、天皇の 「臣民」

であって 「市民」 ではありませんで した。

で は、その明治国家がお手本 に した欧米諸国において、「市民社会」 とはどの よ う

な ものだ ったので しょうか。 フランス革命によって作 られた ものが、象徴的 な近 代

国家であると言われるのですが、そのフランス革命 は、有名 な人権宣言を発表 しま

した。1789年 の 「人(オ ム)お よび市民(シ トワイヤ ン)の 権利宣言」 です。 ここ
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に 「市民」 が登場 します。市民 はフランス国家の 「国民」 で あると同時 に、 フラン

ス市民社会の 「市民」なのです。明治 日本の場合には、 まず全権 を もつ天皇 の君臨

下 に 「国民」 は同時 に 「臣民」 として規定 されました。「市民」 は、国家 が間違 った

政策を行 なったとき、抵抗す る権利があ りますが、厂臣民」 は君主や天皇 の命令 をた

だ実行す る義務を持っだけです。 ヨーロッパの模倣 で出来上が った大 日本帝 国 は、

始 めか ら、市民の権利 のない国家 として発足 したのです。

さて、 この ヨーロッパ における 「市民」 も、実 は 「男性市民」で ある ことが、人

権宣言の言 葉に も明瞭に現われています。 フランス語で 「人」 は 「オム(男)」 、「市

民」は 「シ トワイヤ ン(男 性市民)」 ですか ら、「人 および市民の人権宣言」 は 「男

性および男性市民 の人権宣言」 となって しまいます。当時(あ るい は今 も)英 語 で

「man」 が 「人」を意味す るように、あまり不思議に思わない風潮がありました。 こ

れを指摘 し、 これに対抗 して 「女性(フ ァム)お よび女性市民(シ トワイエ ンヌ)

の権利宣言」を発表 したオ ランプ ・ドゥ ・マ リーグー ジュ(女 性劇作家)は 、人民

主権 を侵害 した として処刑 され断頭台 の露 と消えねばなりませんで した。

しか し、 ヨーロッパ市民社会がそのモデルとしたギ リシアの市民社会 も同 じよ う

な欠点を持 って いま した。西欧世界の政治的認識が大 きな影響を うけたとされ る、

ア リス トテ レスの政治学 は、「生来の支配者 ・生来の主人」 と 「生来の奴隷 」 を区別

しています。 この 「生来の主人」 は 「男性」であり、ギ リシアの 「家」=「 オイ コ

ス」の経営者 ・支配者であ り、「自由人」 として、ポ リス(都 市国家)の 政治(ポ リ

テ ィクス)を 司 ります。女 ・子供 という言葉がありますが、男性 はまた 「戦士」 と

して、自前 で武器を調達 し国家の防衛 にあた ります。オイコスのなかでは 「家父長 」

として、「女性」である妻 ・奴隷を支配 します。 このように、 ヨーロッパ民主主義 の

お手本のギ リシアの民主主義 において は、「すべての国 は家々か ら構成 されて い る」

と して、その 「家々」のなかでは、主人の奴隷に対す る 「階級支配 」 と、男 の女 に

たいす る 「性支配」が同時 に発生 して いたのです。 これは、ギ リシアの後 のローマ、

日本武士団 のイエ、明治憲法下のイエにおいて も、同様 で した。そ して この よ うな

構造を もったまま、欧米文明諸国は、「世界分割」 に乗 り出 してゆ くのです 。今 日の

さまざまな 「民族紛争」 は、ことごとく、 と言 って よいほど、 この帝国主義 ・植民

地支配の後遺症 です。

明治4年(1871年)国 際社会の現実を見、万国対立のなかで近代国家の基礎を固
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めるために欧米 に派遣された 「岩倉使節団」(総 勢約50名)が 帰国 したときの報告や、

その後の議論 をみると、 そ こに相対立す る2っ の文明観がみ られ ます。 ひとっを

「臣民 の目」、 もうひとっを 「市民の 目」 と名付 けましょう。

「使節 団報告」e「 臣民 の目」 は:「 国民の勉強力」によって国の貧富が きまる。

日本 はイ ン ドや南洋の豊かな資源に着 目し、そ こか ら 「日本富強の実」を引 き出せ。

南洋 は怠惰であると。 ヨー ロッパの植民地を見て も、 ヨー ロッパ文明信仰 はゆ るぎ

ません。

これにたい して 「中江兆民」一 「市民の目」 は:「 宇内第一 ノ文 明國 ト称」 す る

国々のアジア人民を 「軽蔑す る」態度 をみて言 います。 ヨーロ ッパ人 が 「自ラ文 明

ト称 シテ… ・此 ノ行 アルハ、之 ヲ、何 トイハ ン哉」「土耳(ト ルコ)印 度(イ ン ド)

ノ人民 モ亦人ナ リ」(「論外交」『自由新聞』明治15年)

1871年 といえば、パ リ市民が フランス国家に反逆 した有名 な 「パ リ・コ ミュー ン」.

の年です 。大仏次郎 さんの 『パ リ燃ゆ』 はこの有様を描 いた名作 です。 これ はパ リ

という都市市民が、国家に対 してその政策を批判 し 「市民の抵抗権」 を発揮 した革

命的事件 で した。結果 は政府軍の コミューン戦士虐殺 によ って完全 に鎮圧 されて し

まいましたが、3ヵ 月間のパ リ自由都市 は、女性の権利 を擁護 し外 国人 の同権 を認

め るな ど、極 めて民主的な条令を次々に発布 し、今 で も参考 になることが少 な くあ

りません。例 えば、中央政府 と茅 ケ崎市民社会の問題 と して考 えて みて も、面 白い

で しょう。

この革命 は、 ブルジョワ男性市民に対する根本的批判 が、 ヨーロッパ社会 の中 か

ら、内部批判 として出て きた事件 と見 ることもできます。パ リ ・コ ミュー ンのなか

では、女 ・子供 も同 じように戦 ったので した。そ して、 このことは、「男女 市民 」 の

生活の場 に根 ざ した、中央権力 との闘 いである、というふ うに見 ることもで きます 。

ここで 「市民」の在 り方が、大 きな歴史的変化を したのだ、 と見 ることもで きます 。

今 日の市民運動や住民運動 またNGO・NPOな どの活動 が、教訓を引 き出す ことが で

きるのは、 こうしたヨーロッパや米国 の市民の抵抗権 を行使 した活動であ ると、思

います。

1848年 ころイタリァで活動 したカッターネオという民主主義者は、「自由 の根 は無

数 にある」 と言 い、 自分自身か ら始めて、家族の連帯、村 や町の連帯を説 きま した。

中央集権 に対抗す る連合の思想ですが、 ヨーロッパ はあ くまで人間中心です。
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私たちの住 む東洋の仏教で 「衆生」 とい うのは、人 間だけではな く、宇宙の存在

すべてであ り、そのすべて と一緒 に救われま しょうとい う祈 りが 「衆生無辺誓願度」

というお経 なのですね。衆生 として、虫 や魚や草や木 、山や川 や海 と人間 は平等 な

のです。 ここか ら 「環境 と共存す る市民像」が浮かび上が ってきます。 したが って、

私 たちが 「地球市民」であるとい うことは、 ヨーロッパの古 い 「市民」、帝国主義 ・

植民地支配 に乗 り出 してい くような 「市民」であることを否定 し、万物流転の ただ

中で、 自然 とともに自分 の生 きる場 を引 き受 け、同 じ希 いを有 っているひ と(た ち)

と手を携 えてゆ くという、希望 と決意 と連帯 に生 きてゆ くことだ と思 います。

「地球市民」 は、環境 に根 ざす 「自分の自治」「家族 の自治」「地域の自治」 「都市

の自治」というふ うに、具体的で根 のある、例えば 「茅 ケ崎市民社会生活」 を踏 ま

えて、生 まれて くるものだと思います。 ヨーロッパ に生 まれたアナキズム もまた、

自治を圧殺 する権力や支配 に抵抗す る 「市民連帯」の グローバ ルな思想ですが、私

たちは、 これを 自然 ぐるみの 「いま ・ここ」の私 に根 ざす ものであ る、 と理解 した

いと思 います。

「茅 ケ崎 の新 しい市民社会」 も地球上 の無数のひとびとの、「いま ・ここ」 に踏 み

しめる輪 のなかで育 ってゆき、大 きく 「人類益」に繋がってゆ くことを祈 ります。
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